
2022年度　虎門中央法律事務所　求人票

事務所名 　虎門中央法律事務所

【弁護士数】　　        39名（男　　　34名、女　　　　5名）

代表者名 　今井　和男 （修習期　            　35期　～　73期        　　　　　　　）

所在地
〒105-0001
　東京都港区虎ノ門1丁目1番18号　ヒューリック虎ノ門ビル 【その他ｽﾀｯﾌ数】 　　28名（男　　　　0名、女　　　28名）

事務所形態
代表者と経営パートナーによる共同運営

執務環境 弁護士毎に個別ブース用意、シンクライアントを配備、駅徒歩１分

募集職種 　弁護士

応募要件 　第７6期司法修習予定者

募集人員 　若干名

〒105-0001

東京都港区虎ノ門1丁目1番18号　ヒューリック虎ノ門ビル

【勤務地】　事務所所在地に同じ

【給与】　　非公開                  　【賞与】　　非公開

【弁護士会費】　　自己負担
電話 　03-3591-3281

【個人事件】　　　入所４年目以降の受任可
Ｆａｘ 　03-3591-3086

【福利厚生等】　産前産後休業、育児休業、留学補助
ご担当者名 　人事教育チーム

【その他】　　夏期休暇（6日）
E-mail 　jinji@torachu.com

Webサイト 　http://www.torachu.com

選考スケジュール

採　用　条　件

求める人物像

主体性と成長意欲を備え積極的かつ前向きに仕事に取り組む方、
クライアントの問題解決に全力を傾けることにやりがいや喜びを感じ
る方、困難な状況にあっても諦めずに目的達成に向けて粘り強く努
力する方

採用後の処遇等
について

事務所名

住　所

　虎門中央法律事務所

今後のスケジュールは以下の通り予定しております。
なお、事務所説明会を開催予定です。（説明会に参加されない方も、採用選考への応募は可能です。）
詳細は弊所Weｂサイトへ掲載いたしますのでご覧くださいますようお願いいたします。
■採用応募受付期間　　：第1期:8月1日（月）～9月30日（金）　第2期:10月1日（土）～10月10日（月）　第3期:10月11日（火）～10月20日（木）
■事務所説明会　　　　　：9月16日（金）（Web説明会/LIVE）、9月22日（木）（当事務所における対面での説明会）、10月3日（月）（当事務所における対面で
の説明会）、10月7日（金）（Web説明会/録画配信）、10月14日（金）（Web説明会/録画配信）
※今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況等に応じて、開催方法などを変更する可能性がございますので、ご了承ください。

事務所の特徴

事　務　所　基　本　情　報

所属人数

取扱案件内容

金融法務、不動産、各種渉外案件、M&A、コンプライアンス、企業
危機管理、独占禁止法、知的財産法、事業再生、債権回収、株主
総会指導、人事・労務、その他企業法務に関する一切の事項

事務所のＰＲ

当事務所は創設以来一貫して、「経済の法務パートナー」として、
顧問先・クライアントの皆様からの高い信頼に応えるために全員一
丸となり業務に取り組んでおり、企業法務・金融法務を中心として、
訴訟事件をはじめとする紛争解決、企業危機管理及び企業コンプ
ライアンスの分野において特に顕著な実績と経験を有しています。
また、クライアントの皆様の多様化するニーズに応え、平時・有事の
あらゆる場面で企業活動をサポートするため、個々の弁護士が平素
より研鑽を積むとともに、留学、企業・官公庁への出向などを通じて
得た知見や専門性を活かし、国内外を問わず、幅広い業務分野に
おいてクオリティの高いサービスを提供しています。

事務所の特色等

・企業法務を主に取り扱い、あらゆる法分野のご相談に対応する総
合法律事務所です。

企業が活動を行う上で生じ得る法的リスクの回避・予防方法につ
いて、豊富な訴訟経験を活かした多角的な見地からアドバイスを行
うとともに（予防法務）、顕在化した紛争については、チームを組ん
で緻密な訴訟活動を行い、依頼者が臨む最高の結果の実現に尽
力しています（臨床法務）。
・なお、弁護士は全員訴訟を担当することにより、より実践的な紛争
解決のスキルを磨いています。
・安理律師事務所（中国）との外国法共同事業も行っており、日中
に関するリーガルサービスを、事務所に常駐する中国人弁護士と協
働して日常的に取り組むほか、米国、フランス、韓国、香港、台湾、
シンガポール、ベトナム等世界各国の法律事務所とも提携する等し
て、クロスボーダーの案件に積極的に対応し、業容を拡大していま
す。


